
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

高
齢
福
祉

保

険

課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定

(

同

)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

同

)

…

�

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

障
害
福
祉
課)

…

�

○
漁
業
の
許
可
等
の
申
請
期
間

(

水
産
振
興
課)

…

�

○
公
共
測
量
の
実
施

(

監

理

課)

…

�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(
県
民
生
活

文

化

課)

…

�

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(
同

)

…

�

○
入
会
林
野
整
備
計
画
の
認
可

(

林

政

課)
…

�

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

事

務

局)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
八
号

介
護
保
険
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成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
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第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
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お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
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指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
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一
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介
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行
う
者
を
指
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で
、
同
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定
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よ
り
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る
。
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護
支
援
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の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
二
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
八
条
第
二
項

(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
小
型
機
船

底
び
き
網
漁
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
た

の
で
、
同
規
則
第
八
条
第
三
項(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

備
考一

漁
業
種
類

手
繰
第
二
種
漁
業
の
う
ち
、
う
に
び
き
網
漁
業

二

操
業
区
域

東
共
第
二
十
五
号
、
東
共
第
二
十
七
号
、
東
共
第
二
十
九
号
及
び
東
共
第
三
十

一
号
の
各
漁
業
権
漁
場
の
区
域

三

操
業
期
間

平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

四

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
船
舶
の
隻
数
の
最
高
限
度

百
四
十
一
隻

青
森
県
告
示
第
八
百
十
三
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
青
森
河
川
国
道
事
務
所

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

三
級
水
準
測
量)

三

測
量
の
期
間
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平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

八
戸
市
大
字
河
原
木
〜
八
戸
市
大
字
長
苗
代
地
内

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
愛
心
会

三

代
表
者
の
氏
名

船
水

桂
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
松
原
西
三
丁
目
八
の
九

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
や
何
ら
か
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
持
た
れ
た
方
々
が
地
域
社
会
の
中
で

安
定
し
た
生
活
を
送
る
た
め
に
生
活
自
立
支
援
や
就
労
自
立
支
援
事
業
を
行
い
、
さ
ら
に
行
政
と

の
協
力
関
係
を
構
築
し
な
が
ら
地
域
社
会
と
の
協
働
の
事
業
を
通
し
て
、
障
害
者
の
生
き
る
意
欲

の
向
上
や
支
援
す
る
家
族
及
び
周
辺
の
方
々
の
障
害
に
対
す
る
意
識
の
変
革
を
は
か
り
、
人
と
人

と
が
お
互
い
に
支
え
あ
う
と
い
う
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
本
来
の
考
え
方
が
浸
透
し
た
社
会
の

実
現
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
お
も
り
い
の
ち
の
電
話

三

代
表
者
の
氏
名

石
川

敞
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
袋
町
一
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
孤
独
と
絶
望
の
中
で
精
神
的
危
機
に
直
面
し
、
助
け
と
励
ま
し
を
求
め
て
い
る

人
々
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
電
話
相
談
員
に
よ
る
対
話
の
場
を
提
供
し
、
そ
の
人
が
自
ら
の
力
で
生
き

る
勇
気
を
見
出
し
て
い
け
る
よ
う
援
助
す
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

入
会
林
野
整
備
計
画
の
認
可

入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二

十
六
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
深
浦
町
追
良
瀬
入
会
林
野
整
備
組
合
に
係
る
追
良
瀬

入
会
林
野
整
備
計
画
を
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

選
挙
管
理
委
員
会
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体
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政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
青
森

県
柔
道
整
復
師
支

部

佐
藤

金
一

岡
本

幸
治

青
森
市
大
字
浜
田
字

豊
田
三
二
の
一
一

平
成

��

･

��･

�

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

苫
米
地
あ
つ
子
後

援
会

�
西

貞
子

佐
々
木

康
夫

八
戸
市
類
家
四
丁
目

一
七
の
一

平
成

��･

��･

�

岡
田
た
け
し
後
援

会

岡
田

英

岡
田

英

八
戸
市
大
字
長
苗
代

字
天
狗
柳
二
九
の
五

��･
��･

�

山
端
ひ
ろ
し
後
援

会

山
端

幸
博

坂
本

裕
希

十
和
田
市
東
二
十
一

番
町
三
一
の
二
八

��･

��･
�	

木
村
た
か
ひ
ろ
後

援
会

木
村

公
則

小
枝

巨
樹

弘
前
市
大
字
清
野
袋

四
丁
目
四
の
九

��･

��･

�


菊
川
け
い
こ
後
援

会

菊
川

慶
子

松
橋

久
美
子

上
北
郡
六
ケ
所
村
大

字
倉
内
字
笹
崎
一
五

二
一

��･

��･

��

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

田
中
元
後
援
会

代

表

者

対
馬

博
文

対
馬

忠
栄

平
成

��･

��･

�

奈
良
岡
央
後
援
会

代

表

者

工
藤

千
一

阿
保

隆

��･

��･

��

三
村
申
吾
黒
石
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

黒
石
市
浦
町
二
丁

目
八
三

黒
石
市
大
字
下
山

形
字
下
目
内
二
〇

��･

��･

��

代

表

者

佐
々
木

隆

斉
藤

直
文

会
計
責
任
者

伊
藤

忠
志

佐
々
木

隆

三
村
申
吾
む
つ
地
区

後
援
会

代

表

者

伏
見

紀
幸

石
橋

孝

��･

��･

��

寺
地
則
行
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
田
向

字
向
平
八
の
一

八
戸
市
大
字
湊
町

字
久
保
四
三
の
一

五

代

表

者

佐
藤

徹
男

畑
中

徳
壽

��･

��･

��

い
ず
み
の
会

会
計
責
任
者

瀬
崎

陽
子

松
田

ヨ
ネ

��･

��･


�


